
（　）



②は、令和4年1月1日から令和8年12月31日までの間に、健康の保持増進等のための取組を行うな
ど一定の要件を満たす個人がいわゆるスイッチＯＴＣ薬（療養の給付に要する費用の適正化の効果が
低いと認められるものを除外）やスイッチＯＴＣ薬と同種の効能又は効果を有する要指導医薬品又は
一般用医薬品（スイッチＯＴＣ薬を除く）で療養の効果が著しく高いと認められるもの（３薬効程度）
の購入費用を年間12,000円を超えて支払った場合に控除できる制度

①と②の併用不可



上記

上記
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※最高 97,500円（県民税39,000円、市町村民税58,500円（注 6））
　ただし、平成26年4月から令和3年12月までの入居で当該住宅の取得に係る消費税率
が8％又は10%の場合は、前年分所得税の課税総所得金額の7％（県民税2.8％、市町村民
税4.2％（注 7））

3

3

4







「資本金等の額」とは、法人税法第2条16号に規定する資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては純資産
額として政令で定めるところにより算定した金額）です。
ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、「資本金等の額」は、無償増資、無償減資による欠損填補を
行い地方税法第23条第1項4号の2の規定に該当する場合は、調整後の金額となります。また、この金額が「資本金
の額及び資本準備金の額の合算額」に満たない場合は、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」
となります。
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(※)

・所得を課税標準とする法人で、法人税の中間申告義務がない法人
　なお、通算親法人が協同組合等である通算子法人はこの限りではありません。

(通算子法人の県民税は除く )

法人課税信託である場合、仮決算に基づく中間申告はできず、前年度実績による予定申告のみとなります。

（※）通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が6ヶ月を超え、かつ、
　　　当該通算親法人事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関
　　 係がある法人




